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取締役の報酬額及び報酬の制度改定に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、当社取締役の報酬額及び報酬の制度を 2022 年 3 月 26 日（土曜日）

開催予定の第 84 回定時株主総会に上程することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本改定の目的 

半導体産業の急拡大、脱炭素の流れの中における水素社会の到来、ライフサイエンス分野における技

術革新等、当社を取り巻く経営環境は急速に変化しており、また、それらに対応すべく、当社のオペレ

ーションもグローバル化が一層進んできております。今般、グローバル・オペレーションにおける監督

機能の強化と意思決定の迅速化を一層進めるべく、取締役にグローバル経営の経験が豊富な人財を追加

登用すると同時に、優秀な経営人財を確保するための報酬額及び報酬の制度改定を行います。これによ

って中長期経営計画「MLMAP2023（Mid-Long Term Management Plan）」達成のためのインセンテ

ィブを付加することもねらいとしております。 

 

２．取締役の報酬額及び報酬制度改定に関する当社の考え方 

当社は、株主・経営者・従業員が三位一体となって会社を発展させ、その成果をオープン＆フェアに

評価・分配することを基本方針としております。 

当社は上場以来、当期純利益に連動した配当を行うとともに、業績連動報酬も当期純利益・配当と連

動させることで、株主と目線を合わせて経営を行ってまいりました（現在、配当＝連結当期純利益の約

30％、役員賞与＝配当の約 20％）。2013 年度には連結業績に直接的に連動した株主還元を実施するため、

配当金及び自社株買いを含めた株主総還元額が連結当期純利益の 30％を目処とする方針を発表し、また、

取締役（社外取締役を除く）に対する利益連動給与制度も導入しました。その後、業績を順調に拡大さ

せ、2021 年度は 2012 年度比で、連結当期純利益は 2.9 倍、株価は 2.7 倍（2021 年 12 月 30 日終値）、

配当総額は 3.0 倍となり、株主還元を大幅に拡充してまいりました（図表①参照）。 

一方で、利益連動給与については、過年度より当該報酬の支給上限に達していることを考慮し、図表

②のとおり取締役の報酬額及び報酬制度を見直すことといたしました。これによって、中長期経営計画

「MLMAP2023」で掲げた目標を確実に達成するためのインセンティブを付加すると同時に、今後も中

長期経営計画立案の度に、その目標値に照らして適切と考えられる報酬額及び報酬の制度を設定する予

定であります。 

 



 

 

 

 

【図表①．連結当期純利益・配当総額・株価の推移】 

 

 

【図表②．取締役の報酬額及び報酬の制度改定の概要】 

 

 

現行の報酬制度及び上限金額 改定後の報酬制度及び上限金額 

報酬の種類 上限金額 報酬の種類 上限金額 

基本報酬 定期同額給与等 

上限２億円 

（うち社外取締役分は 

２千万円以内） 

定期同額給与等 

上限３億円 

（うち社外取締役分は 

４千万円以内） 

業績連動報酬 利益連動給与 上限５億円 利益連動給与 上限 10 億円 

長期インセンティブ 
株式報酬型ストック 

オプション 
上限７千万円 

譲渡制限付株式報酬、 

事後交付型株式報酬 
上限２億円 

合計 - 上限７億７千万円 - 上限 15 億円 

 

 

３．主たる変更点 

⚫ 基本報酬（定期同額給与等）の額 

定期同額給与等の額の変更については、経営体制の一層の強化を図るため取締役 1 名増員に対応する

ことを目的とし、現在の業績水準を踏まえ報酬上限額を 3 億円に引き上げます。なお、現取締役（社外

取締役を除く）の定期同額給与等は据え置きとする予定です。 

社外取締役の報酬については、コーポレート・ガバナンスを強化し企業価値の向上を実現するに当た

り、当社が社外取締役に期待する役割及びその責任が拡大していることから、報酬上限額を 4 千万円に

引き上げます。なお、当該報酬については、従前どおり業績への連動を排除し定期同額給与等のみとし

ます。 



 

 

 

 

⚫ 業績連動報酬（利益連動給与）の額 

利益連動給与の額の変更については、過年度より当該報酬の支給上限に達していることを考慮し、企

業価値の一層の向上の動機づけとなるインセンティブを強化すること、また、優秀な経営人財を確保す

ること等を目的として、現在の業績水準を踏まえ、報酬上限額を 10 億円に引き上げます。 

当社における利益連動給与に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益（連結）であり、取締役

の報酬及び業績との連動性をより明確にし、取締役の業績向上へのインセンティブを一層高める観点か

ら、利益連動給与に係る指標として適切と判断しております。 

 利益連動給与の算定方法については、以下のとおり変更する予定であります。 

変更前：「連結当期純利益×６％」とし、上限５億円、下限０円とする。 

変更後：「連結当期純利益×５％－５億円（※１）」とし、上限 10 億円（※２）、下限０円とする。 

※１．定期同額給与等の上限金額の 3 億円及び長期インセンティブの上限金額の 2 億円の合計額。 

※２．一部の取締役は、半導体セグメントのセグメント利益（連結）に基づく賞与を受け取る予定ですが、

それを加えても上記の上限額を超えないものとします。 

 

⚫ 長期インセンティブとしての株式報酬（譲渡制限付株式報酬・事後交付型株式報酬）の導入 

当社の社外取締役を除く取締役（以下、対象取締役）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図

るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、

株式報酬型ストックオプションに代えて、新たに譲渡制限付株式・事後交付型株式を割り当てる株式報

酬制度を導入いたします（金額上限 2 億円）。 

なお、今回、報酬上限額を 2 億円に引き上げておりますが、これは株式の保有を通じて中長期的視点

での業績向上をめざし、一層株主との価値共有を進めることに加え、外国人取締役の登用を踏まえたも

のであります。 

 

【図表③．株式報酬（譲渡制限付株式報酬・事後交付型株式報酬）の概要】 

 譲渡制限付株式報酬 事後交付型株式報酬 

付与対象者 ※１ 取締役（日本居住者） 取締役（日本非居住者） 

付与上限金額 ※２ １年間に２億円の範囲内で当社の取締役会が決定する。 

付与上限株式数 １年間に年 50,000 株の範囲内で当社の取締役会が決定する。 

付与条件 ※３ 

譲渡制限期間は、株式交付日よ

り３年間から５年間までの間で

取締役会が決定する。 

役務提供期間は、３年間から５年間

までの間で取締役会が決定する。 

※１．社外取締役については対象外とする。 

※２．譲渡制限付株式報酬・事後交付型株式報酬とも、会計上の費用計上金額（原則、役務提供開始時の

株式・権利の付与金額）を基に算定する。 

※３．正当事由によらない退任、一定の非違行為等の適切な無償取得、また、権利喪失条件を設定する。 



 

 

 

 

【図表④．連結当期純利益に連動する取締役の報酬総額のイメージ】 

 

※．連結当期純利益が 100 億円以下の場合、利益連動給与は下限である０円となります。 

 

４．取締役の報酬決定に係るプロセス 

取締役の報酬に係る決定プロセスの客観性及び透明性を確保するため、社外取締役が委員の過半数を

占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会を設置しております。今回の取締役の報酬額及

び報酬の制度改定の内容の決定に当たっては、本委員会において審議を行い、その答申を踏まえて取締

役会で決定しております。 

 

 

以 上 


